
四 日 市 市 消 防 本 部 訓 令 第 ４ 号  

 四 日 市 市 火 災 予 防 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

四 日 市 市 消 防 長   坂 倉  啓 史  

 

   四 日 市 市 火 災 予 防 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

四 日 市 市 火 災 予 防 規 程 （ 平 成 １ ６ 年 四 日 市 市 消 防 本 部 訓 令 第 １ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 

改 正 後  改 正 前  

（ そ の 他 の 消 防 対 象 物 の 実 態 把 握

等 ）  

（ そ の 他 の 消 防 対 象 物 の 実 態 把 握

等 ）  

第 １ ８ 条  消 防 長 又 は 消 防 署 長 は 、

第 ６ 条 か ら 前 条 ま で （ 第 ７ 条 か ら

第 ８ 条 ま で 、 第 １ １ 条 、 第 １ ３ 条

及 び 第 １ ４ 条 を 除 く 。 ） に 規 定 す

る 以 外 の 消 防 対 象 物 に つ い て 、 火

災 予 防 上 必 要 が あ る と 認 め る 場 合

に は 、 当 該 対 象 物 の 実 態 を 把 握 す

る と と も に 、 火 災 予 防 対 策 に 努 め

る も の と す る 。  

 

第 １ ８ 条  消 防 長 又 は 消 防 署 長 は 、

第 ６ 条 か ら 前 条 ま で （ 第 ７ 条 、 第

８ 条 、 第 １ １ 条 、 第 １ ３ 条 及 び 第

１ ４ 条 を 除 く 。 ） に 規 定 す る 以 外

の 消 防 対 象 物 に つ い て 、 火 災 予 防

上 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、

当 該 対 象 物 の 実 態 を 把 握 す る と と

も に 、 火 災 予 防 対 策 に 努 め る も の

と す る 。  

（ 資 料 提 出 及 び 報 告 徴 収 ）  （ 資 料 提 出 及 び 報 告 徴 収 ）  

第 ３ ２ 条  １ か ら ３ ま で （ 略 ）  第 ３ ２ 条  １ か ら ３ ま で （ 略 ）  

４  消 防 長 又 は 消 防 署 長 は 、 前 ２ 項

に 規 定 す る 資 料 提 出 命 令 書 又 は 報

告 徴 収 書 に よ り 関 係 者 か ら の 資 料

等 を 提 出 さ せ る と き は 、 資 料 提 出

（ 報 告 ） 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） に 必 要

な 資 料 等 を 添 え て 提 出 さ せ る も の

と し 、 資 料 等 の 提 出 を 受 け た 消 防

４  消 防 長 又 は 消 防 署 長 は 、 前 ２ 項

に 規 定 す る 資 料 提 出 命 令 書 又 は 報

告 徴 収 書 に よ り 関 係 者 か ら の 資 料

等 を 提 出 さ せ る と き は 、 資 料 提 出

（ 報 告 ） 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） に 必 要

な 資 料 等 を 添 え て 提 出 さ せ る も の

と し 、 資 料 等 の 提 出 を 受 け た 消 防



長 又 は 消 防 署 長 は 、 提 出 者 に 資 料

等 受 領 書 （ 第 ６ 号 様 式 の ２ ） を 交

付 す る も の と す る 。  

長 又 は 消 防 署 長 は 、 提 出 者 に 受 領

書 を 交 付 す る も の と す る 。  

５  （ 略 ）  

 

５  （ 略 ）  

（ 公 示 ）  （ 公 示 ）  

第 ４ ５ 条  法 第 ５ 条 第 １ 項 、 法 第 ５

条 の ２ 第 １ 項 、 法 第 ５ 条 の ３ 第 １

項 、 法 第 ８ 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 （

法 第 ３ ６ 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 法

第 ８ 条 の ２ 第 ５ 項 及 び 第 ６ 項 （ 法

第 ３ ６ 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 法 第

８ 条 の ２ の ５ 第 ３ 項 並 び に 法 第 １

７ 条 の ４ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定

に 基 づ く 命 令 を 行 っ た 場 合 に 設 置

す る 標 識 の 様 式 及 び そ の 他 公 示 の

手 続 き 等 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、

四 日 市 市 火 災 予 防 規 則 （ 昭 和 ５ ６

年 四 日 市 市 規 則 第 ３ ０ 号 。 以 下 「

規 則 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 の 規 定 に

よ る も の と す る 。  

 

第 ４ ５ 条  法 第 ５ 条 第 １ 項 、 法 第 ５

条 の ２ 第 １ 項 、 法 第 ５ 条 の ３ 第 １

項 、 法 第 ８ 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 （

法 第 ３ ６ 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 法

第 ８ 条 の ２ 第 ５ 項 及 び 第 ６ 項 （ 法

第 ３ ６ 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 法 第

８ 条 の ２ の ５ 第 ３ 項 並 び に 法 第 １

７ 条 の ４ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定

に 基 づ く 命 令 を 行 っ た 場 合 に 設 置

す る 標 識 の 様 式 及 び そ の 他 公 示 の

手 続 き 等 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、

四 日 市 市 火 災 予 防 規 則 （ 昭 和 ５ ６

年 四 日 市 市 規 則 第 ３ ０ 号 ） 第 ３ 条

の 規 定 に よ る も の と す る 。  

２ 及 び ３  （ 略 ）  

 

２ 及 び ３  （ 略 ）  

（ 防 火 対 象 物 に 係 る 表 示 制 度 ）   

第 ６ ６ 条 の ２  旅 館 ・ ホ テ ル 等 に お

け る 防 火 ・ 防 災 管 理 上 の 基 準 適 合

の 表 示 に つ い て は 、 四 日 市 市 防 火

基 準 適 合 表 示 要 綱 （ 平 成 ２ ６ 年 四

 



日 市 市 消 防 本 部 告 示 第 １ 号 ） に 基

づ き 実 施 す る も の と す る 。  

 

（ 防 火 対 象 物 の 消 防 用 設 備 等 の 状

況 の 公 表 ）  

 

第 ６ ６ 条 の ３  消 防 長 は 、 条 例 第 ５

１ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 規 則 第

２ １ 条 の ２ 各 号 に 規 定 す る 事 項 を

公 表 す る 場 合 は 、 消 防 本 部 ホ ー ム

ペ ー ジ に 公 表 対 象 物 一 覧 表 （ 第 ３

２ 号 様 式 ） を 掲 載 す る こ と に よ り

行 う も の と す る 。  

２  消 防 長 は 、 条 例 第 ５ １ 条 第 ２ 項

の 規 定 に よ る 公 表 の 通 知 を 行 う 場

合 は 、 公 表 通 知 書 （ 第 ３ ３ 号 様 式

） を 交 付 す る こ と に よ り 行 う も の

と す る 。  

 

３  前 項 の 公 表 通 知 書 の 交 付 手 続 に

つ い て は 、 第 ５ ６ 条 第 １ 項 及 び 第

２ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

４  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 防

火 対 象 物 の 消 防 用 設 備 等 の 状 況 の

公 表 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 別 に 定

め る 。  

 

 

 

 

第６号様式を次のように改める。   



第 6 号様式（第 32 条関係）  

年  月  日  

 

 

四日市市  消防署長  

（四日市市消防長）  

（四日市市長）  

 

 

資料等提出者  

住所  

氏名        印  

 

 

資料提出（報告）書  

 

 

    年  月  日付け    第   号により資料提出命令（報告

要求）された下記の資料（報告書）を提出します。  

なお、提出した資料については、用済みの後、返還（処分）して下さい。  

 

 

記  

 

 

資料（報告書）名  

 

 



第６号様式の次に、次の様式を加える。  

  



第 6 号様式の 2（第 32 条関係）  

第     号  

年  月  日  

 

 

            様  

 

四日市市 消防署長      印  

（四日市市消防長）  

（四日市市長）  

 

資料等受領書  

 

 

下記の資料（報告書）を受領し（保管し）ました。  

 

記  

 

資料（報告書）名  

 

 

     

 

 

 

 



第２７号様式を、次のように改める。  

  



第 27 号様式（第 56 条関係）  

年  月  日  

 

 

四日市市  消防署長  

（四日市市消防長）  

（四日市市長）  

 

 

住 所  

氏 名             印  

 

 

受   領   書  

 

 

 

   年  月  日付け  第    号の     書は、確かに受領し

ました。  

 

  



第３１号様式の次に、次の様式を加える。  

 



第 32 号様式（第 66 条の 3 関係）  

公表対象物一覧表 

№  防火対象物の名称  所  在  地  違反の内容  根拠法令等の条項  違反の部分  公 表 日  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



第 33 号様式（第 66 条の 3 関係）  

第     号  

年  月  日  

住 所  

氏 名            様  

 

四日市市消防長         印  

 

公 表 通 知 書  

 

あなたの所有（管理、占有）する防火対象物に関し、  年  月  日に

立入検査結果通知書により通知した違反（四日市市火災予防規則第２１条第２

項に規定するものに限る。）について、四日市市火災予防条例第５１条第１項の

規定により次のとおり公表します。  

 

１ 公表する事項  

防火対象物  

名 称   

所 在 地   

違 反 の 内 容   

 

２ 公表の方法  

四日市市消防本部のホームページへの掲載  

 

３ 公表予定日  

年  月  日  

 

４ その他  

上記１に掲げた違反内容を是正した場合は、以下の問合せ先まで連絡をお

願いします。公表予定日前に違反の是正を確認した時は、当該違反事実につ

いては公表しません。すでに公表している場合は、当該違反事実の情報を削

除します。  

問合せ先  

消防本部    課  

電話（  ）   －    

 



附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （消防本部予防保安課） 


